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令和６年２月
広島県府中町議会

第172号

（関連記事13ｐ）（関連記事13ｐ）みんなで息を合わせて 火の用心！みんなで息を合わせて 火の用心！

定例会の録画映像を
配信しています。

YouTubeで公開中！

※�視聴環境により、通信料がかかる場合があります。

府中町議会【公式】

南小音楽室にエアコン設置�ほか‥‥‥‥‥‥‥‥‥２～３
12人が町政を問う　一般質問‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４～10
行政視察報告・常任委員会レポートほか‥‥‥‥‥‥‥11～13
【特集】議会を見てみませんか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

12月定例会12月定例会
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令
和
５
年
第
６
回
定
例
会
を
12
月
８
日
か
ら
12
日
ま
で
の
５

日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

初
日
は
町
長
報
告
を
受
け
た
後
、
一
般
会
計
補
正
予
算
を
は

じ
め
と
す
る
町
長
提
出
議
案
18
件
を
審
議
し
、
す
べ
て
全
会
一

致
で
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

11
日
か
ら
は
一
般
質
問
を
行
い
、
12
日
は
一
般
質
問
に
引
き

続
き
、議
員
提
出
議
案
１
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

12月定例会

音楽室にエアコン設置音楽室にエアコン設置音楽室にエアコン設置音楽室にエアコン設置
南小学校南小学校南小学校南小学校

国
民
健
康
保
険
税

産
前
産
後
期
間
分
を
減
額

　

子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
と
次

世
代
育
成
の
観
点
か
ら
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
出

産
す
る
場
合
、
産
前
産
後
期
間
の

国
民
健
康
保
険
税
が
減
額
と
な
り

ま
す
。

（
対
象
期
間
）

   

単
胎
妊
娠
・
出
産　

4
か
月

   

多
胎
妊
娠
・
出
産　

6
か
月

職
員
等
の
一
時
金
と
月
例
給
を

引
き
上
げ

�

７
３
１
２
万
円

　

令
和
５
年
８
月
の
人
事
院
勧
告

に
準
じ
、
職
員
等
の
一
時
金
等
の

引
き
上
げ
を
行
い
ま
す
。

・
一
時
金　

＋
０
．
１
月
分

※
再
任
用
職
員
・
会
計
年
度
任
用

職
員
は
０
．
０
５
月
。

・
月
例
給　

＋
１
．
０
６
％

※
議
員
、
町
長
、
副
町
長
、
教
育

長
の
月
額
報
酬
は
改
定
な
し
。

低
所
得
世
帯
に
１
世
帯
７
万
円
の

追
加
給
付

�

３
億
３
７
９
９
万
円

　

物
価
高
騰
が
続
く
中
で
の
生
活
、

暮
ら
し
の
支
援
と
し
て
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
等
に
、
１
世
帯
あ
た

り
７
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

・
対
象
世
帯
数　

　

約
４
７
０
０
世
帯

※
６
月
以
降
、
住
民
異
動
が
な
い

世
帯
に
は
、
12
月
27
日
に
給
付
済
。

府
中
南
小
学
校
の
音
楽
室
に

エ
ア
コ
ン
を
新
設

�

3
８
１
万
円

　

空
調
の
整
備
計
画
を
前
倒
し
、

府
中
南
小
学
校
の
音
楽
室
（
1
教

室
）
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
ま
す
。

※
そ
の
他
の
町
内
小
中
学
校
の
音

楽
室
は
、
エ
ア
コ
ン
設
置
済
。

補
正
予
算  

主
な
取
り
組
み
※
一
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
ま
す
。

府
中
小
学
校
の
校
舎
改
修

（
普
通
教
室
の
増
設
）

�

１
９
７
０
万
円

　

令
和
６
年
度
か
ら
の
ク
ラ
ス
増

（
２
ク
ラ
ス
）
に
対
応
す
る
た
め
、

府
中
小
学
校
校
舎
の
「
た
け
の
こ

ホ
ー
ル
（
3
階
）」・「
ど
ん
ぐ
り

ホ
ー
ル
（
２
階
）」
を
普
通
教
室

に
改
修
し
ま
す
。
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町長提出議案

令和５年度府中町一般会計補正予算（第７号）

令和５年度府中町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

令和５年度府中町介護保険特別会計補正予算
（第２号）

令和５年度府中町後期高齢者医療特別会計補正予
算（第２号）

令和５年度府中町下水道事業会計補正予算
（第1号）

府中町印鑑条例の一部改正について

府中町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部改正について

府中町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費
に関する条例の一部改正について

府中町職員の給与に関する条例及び府中町会計年
度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一
部改正について

府中町手数料条例の一部改正について

町長提出議案

府中町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい
て

介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置
者が遵守すべき基準に関する条例の一部改正につ
いて
府中町国民健康保険税条例の一部改正について
府中町下水道事業経営審議会設置条例の制定につ
いて
広島県市町総合事務組合の共同処理する事務の変
更及び広島県市町総合事務組合規約の変更に係る
協議について
指定管理者の指定について（地区センター）
指定管理者の指定について
（府中北交流センター集会所）
教育委員会委員任命の同意について

専決処分の承認

令和５年度府中町一般会計補正予算（第６号）

♦全会一致で可決したもの

12月定例会 採決結果

♦賛否の分かれたもの
※〇：賛成、×：反対、欠：欠席、議長は裁決に加わりません。

議案 　府中町議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例の制定について
　（概要）会議を長期欠席した際の議員報酬の減額と逮捕勾留時の支給停止を規定するもの

議員 川
上

宮
本

西
山

狩
野

坂
田

田
中

山
口

二
見

梶
川 西 寺

尾
力
山

三
宅

齋
藤

益
田

橋
井

児
玉

木
田

可決 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 議長 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇
賛
成
討
論

力山議員
　この条例は、国会議員の選挙違反の件を受けて、制
定すべきだということで議論を進めてきた。全員協議
会では、報酬の減額幅について「小さすぎる」「大き
すぎる」と両方の意見がでており、全員を一つの意見
にまとめることは不可能であることから、原案の内容
で進めるべきと考える。

×
反
対
討
論

田中議員
　長期欠席を条例で定めることには賛成だが、事前の
議論が不十分なまま、多くの自治体が採用している減
額幅とすることは反対である。議会としての姿勢を示
すならば、減額幅をもっと厳しくすべきである。1年
間何もしなくても報酬の半額を貰えるというのは町民
の理解が得られないのではないかと考える。

二見議員
　４年の任期の中で、半年、１年と長期欠席すること
は、町民に付託された仕事をしていないということで
あり、減額は当然と考える。長期欠席となった場合、
議員自らが進退を決すべきだが、病気などで自ら判断
できない状態になることもある。この条例がなければ
任期終了まで報酬を払い続けることになる。

寺尾議員
　減額条例自体は必要であると考えるが、取り扱いに
おいて、復職した後も減額が続くというのは厳しすぎ
る。報酬を減額する基準は一般職の規程を準用するこ
とが町民にも分かりやすいのではないかと考える。ま
た、提出された条文が分かりにくい。条文の記載も、
全員で議論して進めても良かったのではと考える。



町政のここが聞きたい町政のここが聞きたい
町行政全般に対し、12人の議員が12件の一般質問を提出し、
町執行部の所信をただしました。
※一般質問とは？：定例会の本会議で、議員が町長などに対し、事務の執行状況や
　将来に対する方針などについて質問し、報告や説明を求めることをいいます。

“子育てしやすいまち”などを推進
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
佐
藤
町
長
２
期
目
の
任

期
も
残
す
と
こ
ろ
半
年
と

な
り
ま
し
た
。
全
国
的
な

人
口
減
少
が
続
く
中
、
当

町
の
人
口
は
７
年
半
で
増

加
し
、
町
長
が
着
実
に
進

め
て
き
た
政
策
・
取
り
組

み
が
、
花
を
咲
か
せ
て
き

た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
次
期
町
長
選
挙
へ
の
出

馬
の
意
向
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
私
の
府
中
町
長
の
仕
事

は
、
２
期
８
年
で
終
了
し
、

次
期
町
長
選
挙
に
は
出
馬

し
ま
せ
ん
。

　
私
は
12
月
で
満
70
歳
と

な
り
ま
し
た
。
法
的
な
年

齢
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

自
治
体
の
長
に
は
、
超
高

齢
化
社
会
に
対
応
し
た
全

世
代
に
目
配
り
し
た
持
続

可
能
な
行
政
運
営
、
近
年

激げ
き
じ
ん甚
化
・
頻ひ

ん
ぱ
つ発
化
す
る

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

出
馬
せ
ず
後
進
に
譲
る

答
佐
藤
町
長
３
期
目
の
出
馬
は

問

社
会
の
創
造
に
は
、
新
進

な
精
神
、
勇
気
、
若
さ
が

必
要
で
、
４
年
後
に
は
74

歳
に
な
る
私
は
、
そ
の
役

割
を
譲
る
こ
と
が
妥
当
と

考
え
ま
す
。

　
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
、

今
回
お
答
え
し
ま
し
た
が
、

６
月
の
任
期
満
了
ま
で
、

府
中
町
長
と
し
て
精
一
杯

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

の
推
進
な
ど
、
多
方
面
で

多
様
な
施
策
を
進
め
る

リ
ー
ダ
ー
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
若
さ
あ
ふ
れ
、
意

欲
的
な
人
物
が
期
待
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
加
え
て
、
今
日
の
社
会

の
進
展
は
早
く
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
の
進
展
は
特
に
著

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
に
よ

る
変
革
・
変
容
、
新
し
い

力山   彰  議員
　�府中町の子どもの生活に関する実態
調査について

P７

益田  芳子  議員
　乳幼児健診の拡充を

寺尾  光司  議員
　いきいき活動ポイント事業の拡充を
　（第９期介護保険事業計画について）

P８

田中  伸武  議員
　生活保護の申請、受給状況について

木田  圭司  議員
　宅地造成及び特定盛土等規制法
　について

P９

児玉  利典  議員
　立地適正化計画と今後のまちづくり
　について

P10

P４ 西   友幸  議員
　�佐藤町長３期目の出馬は

P５ 西山   優  議員
　�教師を取り巻く環境整備について

狩野  雄二  議員
　学校プールの老朽化での取り組み
　について

P６ 齋藤   昇  議員
　�町内の自主防災会の取り組みと町
の支援について

二見  伸吾  議員
　役場庁舎の建替えについて

P７ 宮本   彰　議員
　増加する“いじめ”について

西
にし

　友
ともゆき

幸 議員



西
にしやま

山　 優
まさる

 議員

老朽化により使用中止した府中中プール

教師が子どもに向き合える環境整備を
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一般質問

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
今
年
９
月
、
教
師
を
取

り
巻
く
環
境
整
備
に
つ
い

て
、
文
科
省
か
ら
通
知
が

発
出
さ
れ
ま
し
た
。
町
の

取
り
組
み
の
現
状
を
伺
い

ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
平
成
29
年
度
か
ら
３
年

間
、
国
の
モ
デ
ル
事
業
を

受
託
し
、
県
教
育
委
員
会

と
共
同
し
て
教
師
を
取
り

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
学
校
プ
ー
ル
の
老
朽
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。
府
中

中
学
校
で
は
、
２
年
前
か

ら
民
間
プ
ー
ル
で
水
泳
授

業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

良
か
っ
た
点
と
課
題
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
良
か
っ
た
点
は
、
天
候

に
左
右
さ
れ
ず
計
画
的
に

授
業
を
実
施
で
き
る
こ
と
、

民
間
事
業
者
の
イ
ン
ス
ト

実
態
を
把
握
し
継
続
的
に
実
施

民
間
・
他
校
共
同
利
用
を
検
討

答

答

教
師
を
取
り
巻
く
環
境
整
備
は

学
校
プ
ー
ル
老
朽
化
の
対
策
は

問

問

以
降
の
電
話
対
応
を
管
理

人
に
移
行
す
る
な
ど
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
正
規
の
勤

務
時
間
を
超
え
て
月
45
時

間
以
上
学
校
に
い
る
教
員

の
割
合
が
減
少
す
る
な
ど

一
定
の
成
果
が
あ
り
ま
し

た
。

　
文
科
省
の
通
知
で
は
、

国
や
自
治
体
・
各
学
校
が

主
体
的
に
取
り
組
む
事
項

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
当

町
で
は
、
学
校
給
食
費
の

公
会
計
化
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル
の
導
入
、

一
部
学
校
で
の
高
学
年
の

教
科
担
任
制
の
導
入
、
支

援
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
充
実

な
ど
、
継
続
的
な
環
境
整

備
を
進
め
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し

て
長
時
間
勤
務
の
教
師
が

多
い
た
め
、
勤
務
実
態
調

査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
、
校
長

会
等
を
通
じ
て
、
学
校
の

実
情
を
把
握
し
、
今
後
も

改
善
に
努
め
ま
す
。

年
度
当
初
に
民
間
事
業
者

と
学
校
が
打
合
せ
を
す
る

際
、
指
導
方
法
等
に
課
題

が
あ
れ
ば
、
改
善
し
対
処

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
民
間
プ
ー
ル
へ
の

送
迎
時
の
安
全
確
保
の

た
め
、
ル
ー
ト
を
事
前

チ
ェ
ッ
ク
す
る
な
ど
、
引

き
続
き
安
全
対
策
を
徹
底

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
今
後
の
学
校
プ
ー
ル
の

あ
り
方
と
運
用
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
令
和
４
年
２
月
の
全
員

協
議
会
で
、
民
間
委
託
を

選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
検

討
す
る
と
説
明
し
ま
し
た

が
、
７
校
す
べ
て
の
授
業

を
町
内
の
民
間
事
業
者
で

実
施
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

町
外
の
民
間
施
設
や
他
校

施
設
を
共
同
利
用
す
る
こ

と
も
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

巻
く
環
境
整
備
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
教
職
員
が
子

ど
も
に
向
き
合
う
時
間
を

確
保
し
、
教
育
の
質
を
向

上
さ
せ
信
頼
さ
れ
る
学
校

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が

目
的
で
す
。
具
体
的
に
は
、

入
退
校
専
用
パ
ソ
コ
ン
に

よ
る
勤
務
時
間
の
把
握
、

定
時
退
校
日
の
設
定
、
夏

季
一
斉
閉
庁
の
実
施
、
退

勤
ボ
ー
ド
の
設
置
、
19
時

ラ
ク
タ
ー
と
連
携
す
る
こ

と
で
、
専
門
的
な
指
導
が

行
え
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、

水
質
管
理
業
務
が
不
要
と

な
り
、
教
員
の
業
務
軽
減

に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　
課
題
は
、
令
和
３
年
度
、

コ
ロ
ナ
禍
で
実
施
時
期
・

回
数
が
変
わ
り
、
指
導
内

容
や
評
価
方
法
の
打
ち
合

わ
せ
に
時
間
を
要
し
た
こ

と
で
す
。
な
お
現
在
は
、

狩
か の

野　雄
ゆう

二
じ

 議員
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
役
場
庁
舎
は
、
来
年
で

築
40
年
と
な
り
ま
す
。
町

内
に
は
古
い
公
共
施
設
が

多
く
あ
り
、
耐
震
基
準
を

満
た
し
て
い
る
現
庁
舎
の

改
修
優
先
度
は
低
く
、
長

寿
命
化
す
る
方
針
で
す
。

し
か
し
、
築
後
40
年
が
経

過
し
、
庁
舎
に
求
め
ら
れ

る
機
能
の
変
化
を
含
め
、

時
代
の
要
請
に
応
え
る
庁

舎
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
他
の
自
治
体
の
庁
舎
建

て
替
え
で
は
、
主
に
①
災

害
に
強
く
防
災
拠
点
と
な

る
、
②
誰
も
が
利
用
し
や

す
い
、
③
職
員
が
働
き
や

す
い
、
④
環
境
に
優
し
い
、

の
４
点
が
重
視
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
、
建
て
替
え
を
視
野
に

入
れ
て
検
討
す
べ
き
と
思

い
ま
す
が
、
町
の
見
解
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
現
在
、
庁
舎
建
て
替
え

に
関
す
る
計
画
は
な
く
、

現
庁
舎
を
前
提
と
し
た
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

防
災
機
能
に
つ
い
て
は
、

非
常
用
自
家
発
電
設
備
の

更
新
を
は
じ
め
、
機
能
強

化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど

に
つ
い
て
も
、
可
能
な
範

囲
で
適
時
適
切
な
対
応
を

進
め
て
い
ま
す
。
働
き
や

動
向
を
見
極
め
対
応
す
る

答
役
場
庁
舎
建
替
え
の
検
討
は

問

す
い
環
境
づ
く
り
に
関
し

て
は
、
電
子
化
に
よ
る
紙

媒
体
の
削
減
等
で
対
応
し

て
い
ま
す
。
環
境
へ
の
配

慮
は
、
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

な
ど
を
検
討
し
ま
す
。

　
こ
う
し
た
対
応
を
進
め

つ
つ
、
今
後
の
建
て
替
え

検
討
に
関
し
て
は
、
新
た

な
行
政
需
要
な
ど
の
動
向

を
見
極
め
、
対
応
し
た
い

と
考
え
ま
す
。

答
課
題
に
応
じ
た
支
援
を
継
続

自
主
防
災
会
へ
の
支
援
は

問

強
会
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
３
点
目
は
、
防
災
活
動

支
援
事
業
補
助
金
の
交
付

で
す
。
自
主
防
災
会
に
必

要
な
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
の
備

品
や
資
機
材
、
防
災
士
の

資
格
試
験
受
験
料
な
ど
に

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
継
続
的
な
支
援

を
行
い
、
地
域
の
防
災
力

向
上
に
努
め
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
地
域
防
災
の
要か
な
め

の
一
つ

で
あ
る
自
主
防
災
会
や
防

災
士
の
活
動
を
ど
の
よ
う

に
把
握
し
、
支
援
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

答
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

活
動
状
況
や
問
題
意
識
の

把
握
に
努
め
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
か
ら
、
防
災
の
基
礎
知

識
不
足
や
組
織
全
体
の
高

齢
化
、
地
域
社
会
と
防
災

士
と
の
関
係
な
ど
、
多
く

の
課
題
が
確
認
で
き
た
こ

と
か
ら
、
課
題
を
踏
ま
え

た
施
策
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
自
主
防
災
会
と
防
災

士
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、

主
に
３
点
の
支
援
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
１
点
目
は
、
防
災
知
識

の
啓
発
で
す
。
職
員
が
地

域
に
出
向
い
て
、
様
々
な

団
体
へ
の
防
災
講
座
や
防

災
訓
練
の
サ
ポ
ー
ト
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

　

２
点
目
は
、
防
災
士
の

人
材
育
成
で
す
。
人
材
確

保
や
防
災
士
間
の
連
携
、

情
報
共
有
、
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
向
上
の
た
め
の
取
り

組
み
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
今
年
３
月
に
開
催
し

た
講
演
会
で
は
、
町
内
会

と
防
災
士
の
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
を
実
施
し
ま
し
た
。

今
後
、
防
災
士
間
で
の
勉

齋
さいとう

藤　 昇
のぼる

 議員

地域の防災力向上を（防災訓練）

1984年に建てられた役場庁舎

二
ふた

見
み

　伸
しん

吾
ご

 議員
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一般質問

未
然
防
止
に
努
め
早
期
に
対
応

答
い
じ
め
に
対
す
る
取
り
組
み
は

問
宮
みやもと

本　 彰
あきら

 議員

標語コンクール受賞作品はカレンダーなどで紹介

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
い
じ
め
防
止
対
策
推
進

法
が
施
行
さ
れ
て
10
年
に

な
り
ま
す
が
、
い
じ
め
の

認
知
件
数
は
増
加
し
て
い

ま
す
。
い
じ
め
防
止
に
向

け
て
の
町
の
取
り
組
み
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
府
中
町
い
じ
め
防
止
基

本
方
針
に
基
づ
き
、
「
い

じ
め
防
止
対
策
推
進
委
員

員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
配
置
や
、
教
職
員

を
対
象
と
し
た
研
修
、
生

徒
指
導
担
当
者
会
議
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
各
学
校
に
お
い
て
も
、

い
じ
め
防
止
委
員
会
を
設

置
し
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
や
関
係
機
関
、
地

域
と
連
携
し
て
、
い
じ
め

の
未
然
防
止
、
早
期
発
見

や
早
期
対
応
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
気
づ
き
に
く
い
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
の
い
じ
め
対
策
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
誰
も
が
加
害
者
に
も
被

害
者
に
も
な
る
こ
と
が
あ

る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
危
険
性
や

正
し
い
利
用
に
つ
い
て
、

外
部
講
師
に
よ
る
教
室
を

開
催
す
る
な
ど
、
各
校
が

児
童
生
徒
の
発
達
段
階
を

考
慮
し
な
が
ら
工
夫
し
て

い
ま
す
。

会
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

委
員
会
で
は
、
町
内
の
い

じ
め
の
概
要
報
告
や
、
い

じ
め
防
止
に
関
わ
る
取
り

組
み
に
つ
い
て
協
議
す
る

ほ
か
、
意
識
啓
発
を
目
的

と
し
た
「
い
じ
め
防
止
の

た
め
の
標
語
」
コ
ン
ク
ー

ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
教
育
委
員
会
と
し

て
は
、
青
少
年
教
育
相
談

家
事
の
負
担
重
く
支
援
必
要

答
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
状
況
は

問

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
町
内
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
の
状
況
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

答
「
自
分
は
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
に
該
当
す
る
と
思
う
」

　
と
答
え
た
小
学
生
は
６
人

（
1.2
％
）、
中
学
生
は
２
人

（
0.7
％
）
で
し
た
。「
家
族

の
中
に
世
話
が
必
要
な
人

は
い
る
」
と
回
答
し
た
小

学
生
は
１
０
１
人（
20
％
）

で
、
中
学
生
が
26
人
（
９

％
）
で
す
。
小
学
生
の
方

が
、
世
話
を
必
要
と
す
る

家
族
が
多
く
、
家
事
の
負

担
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

や
り
た
く
て
も
出
来
な
い

こ
と
の
一
番
は
「
家
庭
学

習
」
で
全
体
の
約
20
％
で

し
た
。「
学
習
支
援
」
の

検
討
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
今
年
、
広
島
県
は
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
調

査
項
目
を
含
め
「
子
供
の

生
活
に
関
す
る
実
態
調
査
」

　
を
実
施
し
、
町
は
、
県
の

調
査
項
目
を
基
に
、
小
学

校
５
年
生
と
中
学
校
２
年

生
を
対
象
に
、
単
独
調
査

を
し
ま
し
た
。
前
回
調
査

と
比
較
し
て
の
特
徴
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
「
家
族
や
自
分
自
身
に

　
ど
ん
な
支
援
が
あ
れ
ば
い

い
か
」
の
設
問
に
対
し
て
、

保
護
者
の
半
数
、
中
学
生

の
４
割
が
「
放
課
後
や
休

み
の
日
に
気
軽
に
遊
び
に

行
け
る
場
所
」
と
回
答
し
、

小
学
生
の
４
割
が
「
買
い

物
や
食
事
作
り
」
「
生
活

す
る
場
所
の
片
づ
け
や
掃

除
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

小
学
生
の
家
庭
に
は
家
事

支
援
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

♦ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
…
大
人
に

代
わ
り
家
事
や
家
族
の
世
話
、

介
護
な
ど
を
行
っ
て
い
る
、

18
歳
未
満
の
子
ど
も
の
こ
と
。

家族の世話をするヤングケアラー



寺
てら

尾
お

　光
こう

司
じ

 議員
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
今
年
度
は
第
８
期
介
護

保
険
事
業
計
画
の
最
終
年

で
す
。
計
画
の
進し

ん
捗ち

ょ
く

状
況

や
、
次
期
計
画
へ
向
け
た

課
題
、
重
点
的
に
取
り
組

む
事
項
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
第
８
期
計
画
で
設
定
し

た
目
標
の
う
ち
、
速
報
値

で
「
元
気
な
高
齢
者
の
割

合
」
は
目
標
を
超
え
ま
し

た
が
、
そ
の
他
の
項
目
は

目
標
値
を
下
回
り
ま
し
た
。

　
　
ま
た
、
次
期
計
画
策
定

に
向
け
て
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、
介
護
人
材

の
確
保
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
介
護
現
場

の
生
産
性
向
上
な
ど
、
利

用
者
や
介
護
者
の
ニ
ー
ズ

を
十
分
に
把
握
し
、
適
切

に
反
映
さ
れ
た
計
画
と
な

る
よ
う
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
高
齢
者
い
き
い
き
活
動

積
極
的
な
周
知
啓
発
に
取
り
組
む

答
い
き
い
き
活
動
ポ
イ
ン
ト
拡
充
は

問

員
に
手
帳
を
送
付
し
ま
し

た
。
ま
た
制
度
拡
充
に
は
、

近
隣
市
町
と
の
相
互
ポ
イ

ン
ト
付
与
に
つ
い
て
、
調

整
が
必
要
で
す
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
参

加
拡
大
に
向
け
、
広
報
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
、
高
齢
者
の
活
動
の
場

に
お
け
る
積
極
的
な
周
知

啓
発
を
進
め
ま
す
。

答
体
制
の
準
備
を
進
め
る

就
学
前
健
診
の
充
実
は

問

と
し
て
も
大
切
だ
と
受
け

止
め
て
い
ま
す
が
、
健
診

の
実
施
に
は
、
町
の
体
制

を
準
備
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
５
歳
児
の
保

護
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
、
お
子
さ
ん
の
状
況
、

育
児
や
家
庭
で
の
困
り
ご

と
等
を
聞
く
機
会
を
作
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
文
科
省
の
発
達
障
が
い

に
関
す
る
調
査
（
令
和
４

年
）
で
、
公
立
小
・
中
学

校
の
通
常
学
級
に
通
う
児

童
・
生
徒
の
う
ち
、
小
学

生
の
10
・
４
％
、
中
学
生

の
５
・
６
％
、
全
国
で
は

児
童
生
徒
約
80
万
人
（
８

・
８
％
）
に
発
達
障
が
い

の
可
能
性
が
あ
る
と
報
告

さ
れ
ま
し
た
。「
軽
度
発

達
障
が
い
」
は
３
歳
児
健

診
で
は
発
見
が
難
し
く
、

５
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
と
健

診
で
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
政
府
は
今
年
、
１
カ
月

健
診
と
５
歳
児
健
診
も
国

の
財
政
支
援
の
対
象
に
す

る
調
整
に
入
り
ま
し
た
。

当
町
に
お
い
て
も
５
歳
児

健
診
に
よ
っ
て
発
達
障
が

い
の
早
期
発
見
・
早
期
治

療
な
ど
の
対
応
に
つ
な
げ

る
支
援
が
必
要
で
す
。

　
新
た
に
国
が
支
援
す
る

１
カ
月
児
健
診
と
５
歳
児

健
診
の
拡
充
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
１
カ
月
健
診
は
、
ほ
と

ん
ど
の
人
が
「
母
子
健
康

手
帳
」
に
あ
る
「
乳
児
一

般
健
康
診
査
受
診
票
」
を

使
用
し
て
い
ま
す
（
無

料
）
。

　
就
学
前
の
５
歳
の
時
期

は
、
切
れ
目
の
な
い
支
援

益
ます

田
だ

　芳
よし

子
こ

 議員

ポ
イ
ン
ト
事
業
は
評
判
が

良
く
、
参
加
率
も
増
加
し

て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
町

は
、
令
和
６
年
度
か
ら
手

帳
の
配
布
方
法
を
変
更
す

る
予
定
で
す
が
、
参
加
者

の
減
少
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

ま
た
制
度
拡
充
の
考
え
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
変
更
点
を
周
知
す
る
た

め
、
今
年
度
、
対
象
者
全

出産から就学前まで切れ目のない実施体制を

手帳は令和６年度から希望者に配布
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一般質問

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
生
活
保
護
費
減
額
訴
訟

の
判
決
が
出
さ
れ
る
な
ど
、

「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
」
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
町
に
お
け

る
、
生
活
保
護
の
申
請
、

受
給
の
動
向
と
背
景
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
受
給
者
数
は
コ
ロ
ナ
禍

の
令
和
３
年
度
を
除
き
、

ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て

い
ま
す
。
申
請
の
主
な
理

由
は
「
貯
金
の
減
少
」

「
傷
病
に
よ
る
離
職
」
な

ど
で
、
令
和
３
年
度
は
コ

ロ
ナ
禍
の
影
響
で
失
業
し

た
世
帯
の
申
請
が
増
加
し

ま
し
た
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
コ
ロ
ナ
禍
対
策
を
含
め

た
施
策
と
実
施
状
況
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
住
民
税
非
課
税
世
帯
な

ど
に
対
す
る
給
付
金
の
支

給
を
令
和
３
年
度
以
降
、

随
時
実
施
し
、
現
在
、
１

世
帯
あ
た
り
７
万
円
の
給

付
金
の
支
給
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
他
に
も
、
住

居
確
保
給
付
金
や
コ
ロ
ナ

特
例
貸
付
に
よ
る
支
援
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
支
援
策
の
終
了
な
ど
に

よ
る
生
活
困
窮
化
へ
の
対

策
な
ど
、
今
後
の
対
応
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コ
ロ
ナ
禍
で
は
申
請
が
増
加

答
生
活
保
護
受
給
の
動
向
は

問
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
令
和
３
年
７
月
に
、
静

岡
県
熱
海
市
で
大
雨
に
伴

っ
て
盛も

り
土ど

が
崩ほ

う
ら
く落
し
、
大

規
模
な
土
石
流
災
害
が
発

生
し
た
こ
と
や
、
危
険
な

盛
土
に
対
す
る
規
制
が
不

十
分
な
地
域
が
あ
る
こ
と

な
ど
を
踏
ま
え
て
、
「
宅

地
造
成
及
び
特
定
盛
土
規

制
法
」
が
今
年
５
月
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
こ
れ
を
受
け
て
広
島
県

が
規
制
区
域
の
指
定
を
行

い
、
町
内
全
域
が
そ
の
規

制
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
改
正
法
の
運
用
開
始
に

あ
た
っ
て
の
変
更
点
を
伺

い
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
答
こ
れ
ま
で
は
町
の
市
街

化
区
域
の
約
50
％
が
宅
地

造
成
等
工
事
規
制
区
域
で

し
た
が
、
今
回
の
改
正
で

規
制
区
域
が
見
直
さ
れ
、

町
の
全
域
が
宅
地
造
成
等

工
事
規
制
区
域
に
な
り
ま

規
制
対
象
が
拡
大
し
厳
格
化

答
盛
土
規
制
法
の
変
更
点
は

問

成
さ
れ
た
切
土
、
盛
土
、

擁よ
う
へ
き壁
に
つ
い
て
も
、
基
準

に
適
合
し
な
い
場
合
は
、

指
導
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
規
制
対

象
工
事
の
許
可
を
行
う
広

島
県
と
連
携
し
て
、
地
域

の
安
全
・
安
心
な
住
環
境

の
維
持
・
確
保
に
努
め
ま

す
。

し
た
。

　
さ
ら
に
、
対
象
と
な
る

盛
土
の
基
準
が
見
直
さ
れ

た
こ
と
や
、
宅
地
だ
け
で

な
く
す
べ
て
の
用
途
の
土

地
が
規
制
対
象
と
な
っ
た

こ
と
な
ど
、
規
制
が
厳
格

化
さ
れ
た
こ
と
で
、
危
険

な
盛
土
の
抑
制
に
つ
な
が

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
造

 

答
令
和
４
年
度
に
「
府
中

町
く
ら
し
ご
と
自
立
応
援

セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、

就
労
支
援
の
早
期
実
施
な

ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
　
相
談
者
に
は
特
例
貸
付

を
受
け
た
人
が
多
く
、
伴

走
型
に
よ
る
継
続
的
な
支

援
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

今
後
も
連
携
し
て
支
援
に

取
り
組
み
ま
す
。

田
た

中
なか

　伸
のぶたけ

武 議員

府中町は全域が宅造規制区域に

自立相談とあわせて、家計改善などを支援

木
き だ

田　圭
け い じ

司  議員
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一般質問

答
人
口
を
保
持
し
災
害
に
も
対
応

立
地
適
正
化
計
画
の
方
針
は

問

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
実

現
な
ど
の
課
題
に
対
応
し

つ
つ
、
将
来
に
わ
た
り
、

安
定
的
な
人
口
密
度
と
良

好
な
住
環
境
を
保
持
し
た

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
ま
す
。
ま
た
、
近
年

頻ひ
ん
ぱ
つ発
・
激げ

き
じ
ん甚
化
す
る
災
害

に
対
応
す
る
た
め
、
安

心
・
安
全
な
市
街
地
形
成

を
進
め
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
現
在
、
町
は
「
府
中
町

立
地
適
正
化
計
画
」
を
策

定
中
で
す
が
、
計
画
の
目

的
で
あ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り
は
、
す
で
に

進
ん
で
い
る
と
考
え
ま
す
。

計
画
に
お
け
る
居
住
誘
導

区
域
の
設
定
方
針
と
そ
の

後
の
取
り
組
み
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
現
在
の
市
街
化
区
域
か

ら
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
、
家
屋
倒
壊
等
氾
濫

想
定
区
域
、
工
業
地
域
の

一
部
を
除
い
た
、
９
割
以

上
を
居
住
誘
導
区
域
と
し

て
設
定
す
る
方
針
で
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後

も
現
在
の
町
並
み
を
継
承

し
た
都
市
基
盤
の
整
備
を

進
め
ま
す
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
先
日
行
わ
れ
た
都
市
計

画
審
議
会
で
出
さ
れ
た
意

見
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

答
向
洋
駅
周
辺
地
域
の
誘

導
施
設
に
関
す
る
こ
と
や
、

災
害
リ
ス
ク
の
高
い
区
域

の
設
定
基
準
な
ど
に
つ
い

て
、
意
見
や
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

問
立
地
適
正
化
計
画
に
よ

っ
て
進
め
る
今
後
の
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
方
針
は
。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

答
高
齢
化
の
進
展
や
多
様

災害に強く住みよいまちづくりを

児
こ

玉
だま

　利
としのり

典 議員

議会用語の基礎知識⑤　「全員協議会」

　全員協議会は、「議案の報告又は議会の運
営に関し協議又は調整を行うための場」（地
方自治法第100条第12項）です。
　全員協議会は、議員にとって行政内容や提
出議案についての理解を深める機会ですが、
あくまで協議の場であって本会議や委員会に
代わりうるものではなく、実質的な審議にな

らないよう節度をもって運用すべきだとされ
ています。
　府中町議会は、全員協議会を令和４年度は
３回、５年度は３回（令和６年１月まで）開
催しました。その中から一部を紹介します。
①執行部による事前説明及び意見の聴取
　「民間プール施設を活用した水泳授業の試
行について」「つばきバス及びデマンドタク
シーの事業計画等の見直しについて」「府中
南公民館改築に係る再検討について」など。
②議会独自の協議又は意見調整
　「府中町職員のハラスメント防止等に関す
る要綱の改正に伴う申し合わせ事項の改正」
「長期欠席等に係る議員報酬の特例に関する
条例（案）について」など。
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行
政
視
察
報
告

２
委
員
会
で
、先
進
地
な
ど
の
行
政
視
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

◆
令
和
５
年
度
町
村
議
会
広
報
研
修
会

　
９
月
26
日
に
日
経

ホ
ー
ル
（
東
京
都
千

代
田
区
）
で
開
催
さ

れ
た
全
国
町
村
議
会

議
長
会
主
催
の
町
村

議
会
広
報
研
修
会
に

参
加
し
ま
し
た
。

～
広
報
担
当
者
が
知
っ
て
お
き
た
い
法
律
知
識
～

 

講
師　
玉
置　
奈
々
子
氏

・ 

広
報
活
動
に
お
け
る
著
作
権
な
ど
の
権
利
侵

害
の
事
例
な
ど
を
紹
介
。

～
読
者
を
夢
中
に
さ
せ
る
広
報
紙
づ
く
り

 

基
礎
の
基
礎
～

 

講
師　
白
木　
一
誠
氏

・ 

読
者
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
構
成
や
表
現

方
法
に
つ
い
て
紹
介
。

～
パ
ッ
と
伝
わ
る
広
報
紙
に
！

 

や
っ
て
は
い
け
な
い
デ
ザ
イ
ン
講
座
～

 

講
師　
平
本　
久
美
子
氏

・
読
み
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
の
ル
ー
ル
な
ど
紹
介
。

議
会
報
特
別
委
員
会

�
（
９
月
26
日
～
27
日
）

◆
愛
知
県
岩
倉
市

～
議
会
活
性
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
～

・ 

常
任
委
員
会
か
ら

首
長
へ
の
政
策
提

言
に
つ
い
て
、
調

査
事
項
の
選
定
方

法
や
協
議
の
進
め

方
な
ど
に
つ
い
て

調
査
。

◆
大
阪
府
四
条
畷
市

～
通
年
議
会
の
取
り
組
み
と
、

 
議
会
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
活
用
に
つ
い
て
～

・ 

通
年
議
会
導
入
の

経
緯
や
、
導
入
後

の
メ
リ
ッ
ト
、
デ

メ
リ
ッ
ト
な
ど
に

つ
い
て
調
査
。

・ 

議
会
タ
ブ
レ
ッ
ト

に
つ
い
て
、
具
体

的
な
運
用
方
法
や
、

導
入
後
の
課
題
な

ど
に
つ
い
て
調
査
。

議
会
運
営
委
員
会

�

（
11
月
16
日
～
17
日
）

政治倫理審査会を設置 府中町議会議員政治倫理条例に基づく審査請求が提出され、　
政治倫理審査会が設置されました。

　府中町議会は、町民の代表者である議員の
責務や遵守すべき政治倫理基準を定めた「府
中町議会議員政治倫理条例」を制定していま
す。
　この度、令和５年12月25日付で、この条例
に違反する行為をした疑いがあるとして、９
人の議員から田中伸武議員に対する審査請求
があり、令和６年１月９日付で政治倫理審査
会が設置されました。

　なお、審査は基本的に公開で行われ、審査
結果は公表することになります。
　また、今後の審査日程や会議録は、府中町
公式ホームページに掲載しています。
※�政治倫理審査会について
　詳しくはこちら�▶
　（町ホームページ）
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問

問

答

答

第
７
回
委
員
会
（
11
月
27
日
開
催
）

◦ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、
出
身
中
学
校
ご
と
に

分
け
て
実
施
し

て
い
た
「
二
十

歳
の
つ
ど
い
」

を
、
今
年
度
は

分
割
せ
ず
に
開

催
す
る
こ
と
な

ど
を
報
告
。

第
７
回
委
員
会
（
11
月
28
日
開
催)

◦ 

下
水
道
工
事
の
工
事
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て
報
告
。

◦ 

下
水
道
工
事
２
件
の
工
事
請
負
変

更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
報
告
。

総
務
文
教
委
員
会

厚
生
委
員
会

委
員
会
レ
ポ
ー
ト
３
つ
の
常
任
委
員
会
（
総
務
文
教
・
厚
生
・
建
設
）

の
活
動
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

建
設
委
員
会

◦ 

下
水
道
使
用
料
の
今
後
の
在
り
方

を
含
め
て
検
証
す
る
た
め
に
設
置

を
予
定
し
て
い
る
「
府
中
町
下
水

道
事
業
経
営
審
議
会
」
に
つ
い
て

説
明
。

【
主
な
質
問
】

　
令
和
４
年
度
の
経
費
回
収
率
が

大
き
く
下
が
っ
た
要
因
は
。

　
流
域
下
水
道
の
処
理
場
負
担
金

が
、
電
気
料
金
高
騰
等
で
増
加
し

た
こ
と
が
大
き
な
要
因
。
使
用
料

収
入
も
、
節

水
型
器
具
へ

の
取
り
換
え

な
ど
で
減
少

し
て
い
る
。

第
６
回
委
員
会
（
11
月
29
日
開
催)

◦ 

現
在
策
定
中
の
「
府
中
町
立
地
適

正
化
計
画
」
に
つ
い
て
、
素
案
の

概
要
説
明
と
、
12
月
中
に
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
を
す
る
こ

下
水
道
事
業
経
営
審
議
会
に
つ

い
て
説
明

二
十
歳
の
つ
ど
い
の
開
催
な
ど

に
つ
い
て
報
告

立
地
適
正
化
計
画
の
素
案
に
つ

い
て
報
告

と
に
つ
い
て
報
告
。

【
主
な
質
問
】

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
居
住

誘
導
区
域
外
で
の
開
発
行
為
や
建

築
行
為
な
ど
に
対
す
る
届
出
制
度

を
開
始
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

居
住
誘
導
区
域
な
ど
を
把
握
す
る

方
法
は
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
区
域
を
公
表

す
る
と
と
も
に
、
届
出
の
手
引
き

な
ど
を
掲
載
す
る
。

　

な
お
、
町

に
出
さ
れ
る

開
発
や
建
築

に
関
す
る
届

出
の
中
で
、

対
象
を
把
握

し
指
導
す
る

予
定
。

◦ 
橋
り
ょ
う
長
寿
命
化
改
修
工
事
の

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

報
告
。

◦ 

町
内
道
路
維
持
補
修
の
工
事
請
負

変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
報
告
。

◦ 

道
路
新
設
改
良
工
事
（
青
崎
25
号

線
）
の
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
報
告
。

10月25日
神奈川県南足柄市議会（４名）
●�移住・定住促進事業（シティプロモーショ
ン）

11月８日
三重県御浜町議会（６名）
●ネウボラふちゅうの取り組み
●�府中町くらしごと自立応援センター

他議会からの行政視察　町の先進的な取り組みについて視察がありました
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16日～17日　議会運営委員会行政視察
21日　安芸郡町議会議長連絡協議会研修会
27日　総務文教委員会
28日　厚生委員会
29日　建設委員会

11月

６日　議会運営委員会
７日　議会報特別委員会
８日～12日　12月定例会
12日　議会報特別委員会
22日　議会報特別委員会

12月

４日　議会報特別委員会
13日　議会報特別委員会
23日　議会運営委員会

10月

議会の動き
表紙の紹介

　

１
月
７
日
（
日
曜
日
）
、
チ
ェ

リ
ー
ゴ
ー
ド
空
城
パ
ー
ク
で
、
令

和
６
年
府
中
町
出
初
式
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

や
公
開
消
防
訓
練
も
行
わ
れ
、
各

団
体
が
日
頃
の
成
果
を
披
露
し
ま

し
た
。

　

写
真
は
、
若
竹
保
育
園
幼
年
消

防
ク
ラ
ブ
の
防
火
演
技
で
、
寒
空

の
下
、
園
児
が
一
生
懸
命
取
り
組

む
姿
に
、
と
て
も
感
動
し
、
癒
さ

れ
ま
し
た
。

安
芸
郡
町
議
会
議
長
連
絡
協
議
会 

研
修
会
報
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ろ
し
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー 

増
田　
勇
希 

氏

「
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

 
多
様
な
主
体
に
よ
る
連
携
・
協
働
」

　
11
月
21
日
、
坂
町
災
害
伝
承
ホ
ー
ル
（
坂
町
小
屋
浦
）
で
開
催
さ
れ
た
、
安
芸
郡

町
議
会
議
長
連
絡
協
議
会
の
研
修
会
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ろ
し
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
の
増
田
勇
希
氏
を
講
師
に
迎

え
、
「
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
連
携
・
協
働
～
い
ち
早
い

生
活
再
建
、
地
域
復
興
の
た
め
に
～
」
と
題
し
て
、
災
害
支
援
団
体
と
地
域
と
の
協

働
事
例
な
ど
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
被
災
地
で
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
支
援
に

携
わ
っ
た
自
身
の
経
験
を
交
え
、
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。

　
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
議
員

へ
支
援
の
申
し
出
が
あ
っ
た
時
の
対

応
方
法
な
ど
、
各
議
員
が
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

(

講
演
内
容)

・ 

西
日
本
豪
雨
と
そ
の
後
の
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
状
況

・ 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の

仕
組
み

・ 

多
様
な
主
体
に
よ
る
被
災
者
・
被

災
地
支
援
活
動
と
協
働

研修会場には、平成30年豪雨災害のパネルなども展示
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新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
石
川
県
能
登
半

島
地
震
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た

方
々
に
哀
悼
の
意
を
表
す
と
と

も
に
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
お

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
被
災
地
域
の
安
全
確

保
と
、
一
日
も
早
い
復
旧
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
、
元
旦
を
群
馬
で
迎
え
、

帰
ろ
う
と
高
崎
駅
に
い
た
際
に

こ
の
地
震
に
あ
い
ま
し
た
。
駅

員
さ
ん
の
指
示
で
身
を
伏
せ
、

無
事
で
し
た
が
、
新
幹
線
は
止

ま
り
、
東
京
に
着
い
た
時
に
は

日
付
が
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。　

　

お
正
月
に
起
こ
っ
た
災
害
で
、

帰
省
や
旅
行
な
ど
で
被
災
さ
れ

た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

災
害
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

規
模
で
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
早
め
の
避
難
が
重

要
で
す
。
災
害
に
備
え
、
避
難

先
や
連
絡
方
法
、
備
蓄
な
ど
を

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
本
年
の
皆
様
の
ご
健

勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

 

（
児
玉　

利
典
）

編
集
後
記

①
生
中
継
を
み
る

　
本
会
議
の
様
子
を
ラ
イ
ブ

配
信
し
て
い
ま
す
。

　
府
中
町
議
会
【
公
式
】
を

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
し
て
お
く

と
、
中
継
開
始
時
に
通
知
を

受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

②
録
画
映
像
を
み
る

（
生
中
継
終
了
後
、
２
～
３
週
間
後
か
ら
公
開
）

・�

録
画
映
像
に
は
、
議
案
や
一
般
質
問
と
い
っ
た
区
切

り
ご
と
に
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
設
定
。

・�

「
動
画
説
明
欄
」

や
「
チ
ャ
プ
タ
ー

機
能
」
な
ど
か
ら
、

見
た
い
所
を
選
ん

で
視
聴
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

◎
自
宅
な
ど
で
気
軽
に
視
聴
で
き
る

◎�

録
画
映
像
は
、
好
き
な
時
に
見
た
い

所
だ
け
視
聴
で
き
る

おすすめはチャプター機能

①
議
会
事
務
局
で
受
付

　
議
場
は
役
場
の
５
階
に
あ
り
ま
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
降
り
て
、
す
ぐ
右
手
の
議
会
事
務
局
で
傍
聴
受
付
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

事
前
予
約
不
要
。
傍

聴
す
る
当
日
に
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

②
議
場
（
傍
聴
席
）
へ
移
動

　
受
付
を
済
ま
せ
て
、
廊
下
を
奥
に
進
む
と
、
つ
き
あ

た
り
が
議
場
で
す
。
傍
聴
席
へ
は
右
に
曲
が
っ
た
先
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
入
り
ま
す
。

③
傍
聴
す
る

　

�

傍
聴
席
２
列
目
以
降
が

「
一
般
傍
聴
席
」
で
す
。
座

る
位
置
や
途
中
の
入
退
場
は

自
由
で
す
。

※�

傍
聴
席
で
は
静
粛
に
お
願

い
し
ま
す
。

お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

◎�

議
場
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
議
会
の

進
行
が
よ
り
分
か
り
や
す
い

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
Ⓡ 

で
み
る

議 
会 
を 
傍 

聴 

す
る

府
中
町
議
会
を
み
て
み
ま
せ
ん
か
　
～ 

２
つ
の
方
法
を
紹
介
し
ま
す 

～

特集特集

次の定例会は
３月上旬予定です


